
豊田市
産業パワーアップ

支援補助金

申請手引き



目次

第1章 本事業について

1．豊田市産業パワーアップ支援補助金とは

2．補助金の額

3．補助の要件
（１）補助対象事業者
（２）補助対象事業
（３）補助対象経費

第２章 申請について

１．提出期限
（１）採択申請書類 提出期間
（２）交付申請書類 提出期限
（３）実績報告書類 提出期限

2．提出方法
（１）電子申請
（２）窓口申請
（３）郵送申請

3．申請の流れ

4．提出書類
（１）採択申請書類
（２）交付申請書類
（３）変更承認申請書類
（４）実績報告書類
（５）補助金支払い書類

5．提出書類の記入例
（１）採択申請書類の記入例
（2）補助金請求書の記入例

・・・・P.2

・・・・P.2

・・・・P.3

・・・・P.9

・・・・P.9

・・・・P.10

・・・・P.11

・・・・P.15

1



1．豊田市産業パワーアップ支援補助金とは

売上向上につながる事業転換、事業拡大又は業務効率化に意欲を有する
中小企業者の挑戦を支援することにより、経営基盤の強化を図ることを
目的とし、事業に必要な経費の補助をする制度です。

2．補助金の額

補助対象経費の２分の１以内（1事業者あたり限度額100万円）
※要綱第１１条第1項により通知する交付決定額を上限とします。
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3．補助の要件

次の項目で補助対象となるか事前に確認してください。

（１）補助対象事業者
□ 補助金の採択申請時点から遡って市内で１年以上事業を営む※１中小企業者※2

□ 豊田商工会議所若しくは藤岡商工会、小原商工会、足助商工会、下山商工会、旭商工会、
稲武商工会（以下、「市内商工会」という。）又はその他市長が特別に認めた団体の
いずれかの会員

□ 要綱第４条各号の要件を満たしていること。

※1 採択申請時点の直近１年間の事業実績があるもの（開業準備期間は含まない。）
※2 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号の定義による。

以下、例示。

（２）補助対象事業

□ 産業（商業又は建設業）における取組

□ 市内で実施する取組

□ 売上向上につながる事業転換※１、事業拡大※２又は業務効率化※３の取組

※１「事業転換」
現在営んでいる事業から、新たな事業に転換することをいう。
具体的には、主たる事業（売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本
標準産業分類に基づく細分類の産業をいう。）を変更することをいう。

※２「事業拡大」
現在営んでいる事業の規模を拡大することや、主たる事業を維持しつつ新たに事業に
取組むことをいう。

※３「業務効率化」
現在営んでいる事業において、業務にかかる時間や費用、人工などを削減する取り組みをいう。

注意：補助金の交付決定は同一年度内に１事業者１回限りです！
すべての項目に当てはまる方が申請できます！

注意：経営基盤の強化を図ることを目的とし、新たに挑戦する取組であって、
すべての項目に当てはまる事業が対象となります！

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業等その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
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（３）補助対象経費
補助対象経費は、「機械装置費」、「システム構築費」、「建設・改修費」、「備品費」、
「ウェブサイト関連費」及び「プロモーション費」です。
すべての経費に共通して確認すること、各経費で確認することは以下のとおりです。

□補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること

□通常の事業活動に要する経費ではないこと
例）汎用性の高いパソコン等の購入は認められない

□交付決定後に発生し、採択のあった年度内に契約・納品・支払が完了した経費であること
※やむを得ず交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、事業着手届（様式第10号）を
あらかじめ提出しなければならない
ただし、事業着手届を提出できるのは、交付申請日以降とする

□証拠資料によって支払金額が確認できる経費

□購入単価は、消費税及び地方消費税を除き1点2万円以上であること
ただし、セット販売の場合は1セット当たり2万円以上であること

□補助対象経費の合計額は、消費税及び地方消費税を除き10万円以上であること

□「建設・改修費」を除く補助対象経費で、購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、
２者以上の相見積もりを取得すること。相見積もりに記載の補助対象経費を合算して比較し、
より安価な金額を補助対象経費の合計額とする

□相見積もりは、品名又は見積項目を、比較できるものとすること
なお、比較できない経費は補助対象外経費とする

□見積書に「諸経費」などの品名又は見積項目でまとめて記載された場合は、補助対象外経費と
みなす

□２者以上の相見積もりが必要な事業で、取得困難な場合（性質上、他者との見積比較ができない
経費、取引できる事業者が１者に限られる経費など）は、１者見積もりと理由書（要領別紙1）を
提出し、その理由が適当と認められる場合は１者の見積もりで可とする。

すべての経費に共通して確認すること
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□ 製品の生産・製造又はサービスの提供に直接的に使用するもので、
主に人力以外の動力によって動くもの

□ 「据付け」とは、本事業で新規に購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る

□ 購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、2者以上の相見積もりを取得すること

□ ウェブサイトに関連する経費はウェブサイト関連費とする

□ プロモーションに関連する経費はプロモーション費とする

□ 購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、2者以上の相見積もりを取得すること

①機械装置費
補助事業のために使用される機械装置の購入・運搬・据付けに要する経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・製造機械
・調理用機械
・保存用機械
・移動販売を目的とした自動車
・購入する機械装置の設計に係る経費

・パソコン、複合機、タブレット端末、PC周
辺機器、自動車等の汎用性が高いもの

・単なる取替え更新であって業務効率化等に
つながらない機械装置

・古い機械装置等の撤去・廃棄費用
・事務や補助的活動に使用するもの（キャッ
シュレジスター、エアコン、POS端末等）

・（ある機械装置等を商品として販売・賃貸
する事業者が行う）当該機械装置等の購
入・仕入れ（デモ品・見本品とする場合で
も不可）

②システム構築費
専ら補助事業のために使用される

専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・POSシステム
・在庫管理システム
・構築するシステムの設計・デザインに係る
経費

・運用サポートや保守に係る費用
・既に導入しているシステムの更新料
・契約期間を定めたソフトウェア使用権の購
入
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□ 金額によらず2者以上の相見積もりを取得すること

□ 製品の生産・製造又はサービスの提供に直接的に使用するもので、主に人力によって使用する
道具又は家具、若しくは事務や補助的活動に使用するものとする

□ 備品費、ウェブサイト関連費及びプロモーション費の補助金申請額は、
機械装置費、システム構築費及び建設・改修費の補助金申請額の1/2を上限とする

□ 購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、2者以上の相見積もりを取得すること

③建設・改修費
専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設
その他事業計画の実現に不可欠と認められる建物の設計・建設・改修に要する経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・店舗建設
・販売カウンターの改修

・既存建築物の解体費用
・店舗兼住宅
・有償レンタル、有償貸与を目的としたス
ペースの建設・改修

④備品費
事業に必要な備品の購入に要する経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・店舗用家具
・調理器具
・キャッシュレジスター
・エアコン
・POS端末
・備品運搬費

・インテリアなど補助事業の遂行に必ずしも
必要ではないもの

・文房具やキッチン用などの消耗品
・試供品や販促品、チラシなどの配布物
・名刺
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□ 備品費、ウェブサイト関連費及びプロモーション費の補助金申請額は、機械装置費、
システム構築費及び建設・改修費の補助金申請額の1/2を上限とする

□ 購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、2者以上の相見積もりを取得すること

□ 備品費、ウェブサイト関連費及びプロモーション費の補助金申請額は、
機械装置費、システム構築費及び建設・改修費の補助金申請額の1/2を上限とする

□ 購入単価が消費税を除き50万円以上の場合は、2者以上の相見積もりを取得すること

□ チラシ、パンフレット、ポスターは実績報告時に配布先及び配布数のわかるものを提出すること

⑤ウェブサイト関連費
本事業遂行のために必要なウェブサイトのデザイン、構築、更新、改修に係る経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・ウェブサイト作成や更新 ・ウェブサイトに関連するコンサルティング、

アドバイス費用
・採択のあった年度内に公開に至らなかった
ホームページ等

・単なる会社のPRや営業活動に活用される
ウェブサイト関連費

⑥プロモーション費
本事業遂行のために有効かつ必要な販売促進に係る経費

対象となる経費例 対象とならない経費例
・インターネット広告、バナー広告
・SNS広告掲載費 ※他者による広告も含む（対象となるSNS：LINE、

X（旧Twitter）、Instagram、Facebook、YouTube、Tik Tok）
・広告映像作成費
・新聞、書籍、広報誌その他の印刷物（補助対象者自身が印刷及び
発行するものを除く。）又はその電子版への掲載

・鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装にお
ける、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示（液
晶その他のデジタル機器によるものを含む。）

・建物の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧
に供する形態での掲示（液晶その他のデジタル機器によるものを
含む。）

・販売促進に関連する
コンサルティング、
アドバイス費用

・新聞折込料
・採択のあった年度内
に配布が完了しない
チラシやパンフレッ
ト等
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次のいずれかに該当するものは補助の対象外とする。

ア 補助制度の目的に照らし、対象とならない経費
（１）実施事業の目的に合致しない経費
（２）販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
（３）サービスの構造的な変化（サービスの内容、対象及び体制の再設計）がない事業の経費

（単なる人員の増加、店舗の内装・外装改修及び新商品の開発にとどまる事業等）。
（４）その他、公的な資金の用途として、市長が不適切と認めるもの

イ 交付決定及び支払要件に適合しない事業の経費
（１）交付決定前（交付申請時に事業着手届を提出した場合については、交付申請前）に

発注・契約、購入、支払い（前払いを含む）等を実施した事業の経費
（２）必要な経理書類（見積書・請求書・領収書等）を用意できない事業の経費
（３）以下の支払方法による事業

・仮想通貨、クーポン、クレジットカード会社等から付与された特典ポイント、金券、
商品券（プレミアム付き商品券を含む）の利用及び一部利用による支払い

・事業実施期間内に支払が完了しない分割払い
（４）オークション（インターネットオークションを含む）により購入したものの経費
（５）振込等手数料、代引手数料及び両替手数料
（６）採択のあった年度内に支出が完了していないもの（分割払い、クレジットカード決済、

リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが年度内に完了していることが必要）

ウ 性質上、補助対象とならない経費
（１）リース料・レンタル料、技術導入費、専門家経費、知的財産権等関連経費、開発費、

研修費、設備処分費
（２）自社製造製品及びその原材料費
（３）フランチャイズ加盟料
（４）通信費（電話代、インターネット利用料金等）
（５） ECサイトへの出店料、登録料、利用料等
（６）消耗品費、販売する商品の原材料費及び梱包・装飾費、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
（７）飲食、娯楽、接待費
（８）土地、株式、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用（自動車等車両の購入費・修理費は、

補助対象事業のみで使用されることが確認できるものを除く）
（９）税理士、公認会計士、弁護士への支払費用
（１０）収入印紙
（１１）公租公課（消費税及び地方消費税額等）
（１２）各種保険料
（１３）借入金などの支払利息及び遅延損害金
（１４）申請書･事業計画書･報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
（１５）人件費、旅費

エ 価格の妥当性又は物品の専用性が確認出来ないもの
（１）汎用性が高く、目的外使用のおそれがある物品の購入費（パソコン、PC周辺機器、

事務用プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、カメラ
及びデジタル複合機等）

（２）中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が
明確でない中古品の購入費（２者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された
相見積もりを取得している場合等を除く）及び中古品の修理費

（３） 諸経費等の、補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費

補助対象外経費
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１．提出期限

（1） 採択申請書類 提出期間

提出期間については、市ホームページをご確認いただくか、産業振興課へ
お問い合わせください。
（４月ごろ及び８月ごろの年２回を予定しています。）

（3） 実績報告書類 提出期限

事業完了※の日（廃止及び中止を含む。）から起算して３０日を経過した日
又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日

※事業完了とは、補助事業に係る全ての支払いを完了させ、採択事業計画書（様式第１号−
２）又は事業計画書（様式第３号−２）に記載した取組を開始し、評価及び効果検証を終
えた状態をいう。

（2） 交付申請書類 提出期限

交付決定時に、提出期限についてお知らせします。
概ね交付決定日以後１か月を経過した日が申請期限となります。

2．提出方法

（1） 電子申請
あいち電子申請・届出システムから提出

（2） 窓口申請
豊田市産業振興課窓口（豊田市役所西庁舎７階）へ提出
＜受付時間＞月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

午前8時30分～午後5時15分

（3） 郵送申請
豊田市産業振興課（豊田市役所西庁舎７階）へ提出（公募期間内必着）
＜宛先＞〒471-8501 豊田市西町3-60 産業振興課
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電子or窓口or郵送

採択審査から結果が出るまで
1ヶ月半程度

交付申請から交付決定まで
２周間程度

交付決定前にやむを得ず事業
を着手する場合は、「④交付
申請」時に「事業着手届（様
式第10号）」を届け出てくだ
さい。

交付決定日以降から
当該年度の３月３１日まで

3．申請の流れ

電子or窓口or郵送

電子or窓口or郵送

電子or窓口or郵送

補助金額の確定通知書を送付後、
3週間程度
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4．提出書類

（1） 採択申請書類

必要書類 内容 

1 豊田市産業パワーアップ支
援補助金採択申請書

様式1 豊田市産業パワーアップ支援補助金採択
申請書.Word

2 採択事業計画書 ※1 様式1-2 採択事業計画書.Word

3 採択事業経費明細書 様式1-3 採択事業経費明細書.Word

4 申請者の概要 様式1-4 申請者の概要.Word

5 役員名簿 様式1-5 役員名簿（法人のみ添付）

6 支援計画書 様式1-6 支援計画書
（申請者が所属する団体が作成したもの）

7 市内において1年以上の事
業実績が確認できる書類
※2

【法人】貸借対照表および損益計算書
（直近1期分）

【個人】直近の確定申告書【第一表、第二表、収
支内訳書（1・2面）又は所得税青色申告決算書
（1～4面）】、提出の事実・提出年月日が確認で
きるもの

8 補助対象経費が分かる資料 見積書、仕様書、図面、カタログ、配置図など

9 履歴事項全部証明書 3か月以内に発行されたもの（法人のみ添付）

10 定款 定款、寄付行為、規約など（法人のみ添付）

11 住民票 3か月以内に発行されたもの（個人事業主のみ添
付）

12 採択審査加点書類
※3

加点希望者のみ添付

13 採択申請チェックシート 採択申請チェックシート.xls（要領別紙３）

次の書類がすべて揃っているかをご確認のうえ提出をお願いします

申請書の様式については、豊田市ホームページからダウンロードをお願いします。
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注意事項

※1 採択事業計画書（様式第１号－２）は、文字サイズ１０．５ポイントで作成し、

Ａ４サイズで計５ページ以内とする。

※2 市内における１年以上の事業実績が確認できる書類は以下のとおりとする。

※3 ①専門家派遣による助言を受けた場合は、指導書並びに専門家の経歴及び実績

が分かる資料を提出すること。

②賃上げ表明をした場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

（要領別紙２）を提出すること。

③人材活躍支援補助金又は経営力強化支援補助金を活用した場合は、今年度

又は前年度の交付決定通知書と確定通知書の写しを提出すること。

形態 提出物 提出事実・提出年月日の確認方法

法人の場合

①又は②のいずれか

を提出

①貸借対照表および損益計算書

（直近１期分）

②確定申告書（表紙および別表４

（所得の簡易計算））と提出事実・提

出年月日が確認できるものを提出

①電子申告の方

・e-Tax受信通知

（受信通知のコピーを提出）

②書面申告の方

・申告書等情報取得サービス

（申告書等のイメージデータを提出）

・保有個人情報の開示請求

（提出した申請書等の写しを提出）

・税務署での申告書等閲覧サービス

（申告書等の写しを提出）

個人事業主の場合

①、②又は③のいず

れかを提出

※所得額に関わらず

確定申告書を提出し

てください。

①直近の確定申告書【第一表、第二

表、収支内訳書（１・２面）と提出事

実・提出年月日が確認できるものを

提出

②所得税青色申告決算書（１～４

面）と提出事実・提出年月日が確認

できるものを提出

③開業届及び提出事実が確認でき

るものを提出

※収支内訳書がない場合は、貸借

対照表および損益計算書（直近１期

分）を作成し提出
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（2） 交付申請書類 ※の書類については、採択申請時から変更がない場合は省略可

必要書類 内容 

1 豊田市産業パワーアップ支援
補助金 交付申請書

様式3 豊田市産業パワーアップ支援補助金 交
付申請書.Word

2 事業計画書※ 様式3-2 事業計画書.Word

3 事業経費明細書※ 様式3-3 事業経費明細書.Word

4 交付申請チェックシート※ 交付申請チェックシート.xls

（3） 変更承認申請書類 ※交付申請時から変更がある書類のみ提出

必要書類 内容 

1 豊田市産業パワーアップ支援
補助金 変更承認申請書

様式5 豊田市産業パワーアップ支援補助金 変
更承認申請書.Word

2 変更事業計画書 様式5-2 変更事業計画書.Word

3 変更事業経費明細書 様式5-3 変更事業経費明細書.Word

4 変更承認申請チェックシート 交付申請チェックシート.xls

（4） 実績報告書類

必要書類 内容 

1 豊田市産業パワーアップ支援
補助金 実績報告書

様式7 豊田市産業パワーアップ支援補助金 実
績報告書.Word

2 事業実績書 様式7-2 事業実績書.Word

3 事業経費報告書 様式7-3 事業経費報告書.Word

4 補助対象経費の支払い等を
証明する書類の写し（領収書
等）※１

補助対象経費の支払い等を証明する書
類の写し（領収書等）

5 事業実施状況が分かる資料 事業実施状況が分かる資料

6 実績報告チェックシート 実績報告チェックシート.xls
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注意事項

※1

□ 支払い等を証明する書類の写しの例は以下のとおり

「支払事実を証明する資料」

□ 領収書等の原本に補助金名（豊田市産業パワーアップ支援補助金）、 実績報告書

提出日を記入し、写しを提出すること

「支払い経費の明細が分かる資料」

□ 事業計画どおりの補助対象経費が記載されていること

銀行振込の場合
支払事実を証明する資料 銀行振込明細（振込日、振込先、金額が確認できるも

の）ネットバンキングの取引履歴画面の写し含む）又
は通帳の表紙及び通帳記帳ページの写し

支払い経費の明細が分かる資料 領収書、請求書又は納品書
（品目・数量・金額が分かるもの）

現金支払いの場合
支払事実を証明する資料 領収書

（宛名、但し書き、金額、日付、発行者の記載があ
るもの）

支払い経費の明細が分かる資料 領収書、請求書又は納品書
（品目・数量・金額が分かるもの）

クレジットカード払いの場合
支払事実を証明する資料 クレジットカード利用明細書又はカード会社のWEB明

細画面の写し（利用日・利用先・金額が確認出来る
もの）

支払い経費の明細が分かる資料 領収書、請求書又は納品書
（品目・数量・金額が分かるもの）

（5） 補助金支払い書類

必要書類 内容 

1 市指定請求書 請求書.xls

2 口座情報が分かる書類 通帳又はキャッシュカードの写し
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15

交付申請書類、変更承認申請書類、実績報告書類の記入例については、
ホームページをご確認ください。

（１） 採択申請書類の記入例 豊田市ホームページ
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例
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（１） 採択申請書類の記入例



（２） 補助金請求書の記入例
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お問合せ先

豊田市役所 産業振興課
〒471-8501
豊田市西町３丁目60 豊田市役所西庁舎７階 8︓30〜17︓15（土日祝を除く）
TEL 0565-34-6641
Eメール sangyou-s@city.toyota.aichi.jp

mailto:sangyou-s@city.toyota.aichi.jp

